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● 今回補正する会計の補正予算額 

 

補正予算を計上する会計は、一般会計（３事業 うち新規１事業）です。 

 

補正予算を計上する会計 
補正号数

（回数） 
今回の補正予算額 

一般会計 第１号 5 億 1,826 万円 

 

 

● 一般会計 

１．補正予算の概要 

今回の補正は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、定額減税に伴い定額

減税可能額を控除しきれない方に対し差額を給付する事業や低所得世帯の負担軽減を図

る事業、予防接種健康被害救済制度の認定による一時金等の給付を行う事業で、市民の

生活を守るために必要な事業を計上するものです。 

 

 

２．補正予算額 

補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額 

308 億 2,200 万円 5 億 1,826 万円 313 億 4,026 万円 

 

 

３．補正予算額の財源手当 

歳入項目 補正予算額 備 考 

国庫支出金 5 億 1,626 万円 
うち物価高騰対応臨時交付金 

4 億 7,184 万 8 千円 

繰入金 200 万円 基金繰入金 

合 計 5 億 1,826 万円  
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４．歳出予算の事業内容 

 

【予算説明書７ページ 社会福祉総務費】 

（担当課：福祉政策課） 

 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響が長期化する中、物価高騰の負担感

が大きい低所得世帯の負担軽減を図るため、住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世

帯等に対し、給付金を支給します。 

また、上記の住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯等で扶養されている１８

歳以下の子どもに対し、給付金を加算します。 

 

 ≪新たに住民税非課税となる世帯等への給付≫ 

  支 給 対 象：令和６年度の住民税が、新たに、下記の①から④までとなる世帯 

① 住民税非課税の方のみで構成されている世帯 

② 住民税均等割のみ課税の方のみで構成されている世帯 

③ 住民税非課税の方と住民税均等割のみ課税の方で構成される世帯

（※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を

除く。） 

④ 家計が急変し、上記①～③相当となった世帯 

  対象世帯数：1,210 世帯（見込み） （家計急変世帯 10 世帯を含む。） 

給 付 金 額：１世帯当たり 10 万円 

 

 ≪１８歳以下の子どもへの加算≫ 

  支 給 対 象：上記の支給対象世帯のうち、１８歳以下の子どもを扶養している世帯 

  対 象 人 数：90 人（見込み） （家計急変世帯 20 人分を含む。） 

給 付 金 額：１人当たり 5 万円 

 

 ※支給対象の基準日：令和６年６月３日 

 

 ≪給付のスケジュール（予定）≫ 

  ５月下旬～ 電算システムの改修、確認書等の事前準備 

  ６月上旬～ 市民への周知 

  ７月上旬～ 確認書の発送、家計急変世帯等の申請受付開始 

  ７月下旬～ 給付開始 

  ９月末   確認書の受付終了 

 

 

［財源内訳］民生費国庫補助金（臨時交付金） 1 億 2,836 万 2 千円 

      一般財源 200 万円 

 

 

●物価高騰対応臨時給付金事業（1 億 3,036 万 2 千円） 

国の予備費（R5） 



                         - 3 -            令和６年度５月補正予算の概要 

 

【予算説明書７ページ 社会福祉総務費】 

（担当課：福祉政策課） 

 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響が長期化していることから、所得税

及び住民税の定額減税を行うに当たり、所得税及び住民税の額から定額減税可能額を控

除しきれないと見込まれる方に対し、給付金を支給します。 

 

  支 給 対 象：令和６年１月１日時点で住民基本台帳に登録があり、令和６年分の所

得税及び令和６年度分の住民税の額が、定額減税可能額（所得税３万

円、住民税１万円）に満たない方 

  対 象 人 数：9,400 人（見込み） 

給 付 金 額：①＋②の合計額（１万円単位で切り上げた額） 

① 所得税分定額減税可能額－令和６年分の推計所得税額 

② 個人住民税所得割分定額減税可能額－令和６年度分の個人住民

税所得割額 

※なお、令和６年分所得税額及び令和６年度分個人住民税所得割額 

が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合には、追 

加で給付します。 

 

 ≪給付のスケジュール（予定）≫ 

  ５月下旬～ 電算システムの改修、確認書等の事前準備 

  ６月上旬～ 市民への周知 

  ８月上旬～ 確認書の発送、確認書の返送受付開始 

  ８月下旬～ 給付開始 

  １０月末  確認書の受付終了 

 

［財源内訳］民生費国庫補助金（臨時交付金） 3 億 4,348 万 6 千円 

 

 

【予算説明書８ページ 予防費】 

（担当課：健康増進課） 

 

新型コロナウイルスワクチンの接種後に死亡された方について、予防接種健康被害救

済制度の認定がなされたことから、遺族の方に対し、死亡一時金等を給付します。 

 

  給付金内訳：死亡一時金 4,420 万円 

        葬祭料 21 万 2 千円 

 

［財源内訳］衛生費国庫負担金 4,441 万 2 千円 

●＜新規＞定額減税補足給付金事業（3 億 4,348 万 6 千円） 

●新型コロナウイルス予防接種健康被害救済給付事業 
（4,441 万 2 千円） 

国の予備費（R5） 


